
議案第４２号 
北九州市立学校学校運営協議会規則について 

北九州市立学校学校運営協議会規則を次のように定める。 
令和３年３月１１日提出 

                     北九州市教育委員会 
教育長 田 島 裕 美 

提案理由 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第１項の学

校運営協議会の設置等について、必要な事項を定める必要があるので、この

規則案を提出する。 
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北九州市立学校学校運営協議会規則の制定について 

 

１ 制定理由 

学校運営協議会（以下「国協議会」という。）は、地域住民や保護者等の意見を学校運営

に反映し、「地域とともにある学校づくり」を実現するための仕組みであり、平成１６年に

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「地教行法」

という。）が改正され、教育委員会規則を定めるところにより、国協議会を設置することが

できるとされた。 

さらに、地教行法の改正により、平成２９年４月から教育委員会に対し、国協議会の設置

について努力義務が課されることとなった。 

本市では、令和３年１月２８日の教育委員会会議において、国協議会の導入について協議

し、国協議会を設置することとした。 

ついては、北九州市立学校学校運営協議会規則（以下「協議会規則」という。）を制定す

るもの。 

 

２ 制定内容 

  本市で設置する国協議会の委員の任免の手続及び任期、国協議会の議事の手続その他国協

議会の運営に関し必要な事項を定めるもの（協議会規則制定文のとおり）。 

 

３ 規則を新規制定する理由 

  北九州市小中学校等管理規則（昭和３８年北九州市教育委員会規則第８号）等のように

市立学校の学校種別毎の運営規則を一部改正せず、通則的な規則を新規制定するもの。 

※国が示す規則例及び国協議会を設置している他の政令市の規則も新規制定である。 

 

４ 地教行法第４７条の５に規定する学校運営協議会の導入について 

別紙「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５に規定する学校運営協

議会制度の導入について」のとおり 

 

５ 施行期日 

令和３年４月１日 

※令和３年度からの国協議会の導入に向けて、学校及び委員候補者への説明や調整等を行

う必要があることから、公布日については、３月中旬を想定している。 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５に規定する 

学校運営協議会制度の導入について 

 

１ 導入の経緯 

本市においては、「家庭・地域・学校の連携」を重点的な取組に掲げ、「地域とともに

ある学校づくり」を進めてきた。他方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号。以下「地教行法」という。）第４７条の５に規定する国協議

会については、教職員の任用に関する意見を教育委員会に述べることができる権限が与

えられること等から、その導入については慎重に検討すべき事項として整理し、まずは、

国協議会の機能の一部を変更した北九州市型学校運営協議会（以下「市協議会」という。）

を、平成３１年４月から一部の学校でモデル的に導入し、国協議会制度への移行も視野

に検証することとした。 

市協議会制度の導入によって、地域と学校が学校運営について熟議することで、同じ

方向性に向かって協働することが可能になり、一定の成果はあった。しかしながら、国

協議会制度のように学校運営の基本的な方針を承認することや、職員の任用に関する意

見を述べる機能はないため、地域住民や保護者等（以下「地域住民等」という。）の参

画意識の向上には限界があった。  

以上の課題から検討を重ねた結果、市が目標としている、地域と学校とが子どもの教

育に関する目標やビジョンを共有し、一体となって子どもたちの教育を支援する「地域

とともにある学校づくり」を実現可能にするためには、国協議会として機能を拡充し、

地域住民等が、主体的に学校運営に参画できる仕組みの構築が必要であるという結論に

至った。 

なお、既に１１政令市において国協議会制度を導入している（他８政令市については

導入に向けて検討中。）。 

また、国は第３期教育振興基本計画（平成３０年度～令和４年度）の中で、国協議会制

度を全国の公立学校において導入することを目指しているほか、本市が毎年度申請して

いる国の補助金である「地域と学校との連携・協働体制構築事業費補助金」の令和２年

度補助要件から、「地教行法に基づくコミュニティ・スクールを導入していること、ま

たは導入に向けた具体的な計画があること」と明記されており、国による国協議会制度

の導入を促進する取組も加速している。 

 

２ 国協議会制度と市協議会制度との比較 

  別紙「国協議会制度と市協議会制度（現行制度）との相違点」のとおり 

 

３ 国協議会制度を導入する上での整理事項 

（１）本市で導入する国協議会制度における教職員の任用に関する意見の対象範囲について 

  地教行法第４７条の５第７項に規定する学校運営協議会は、対象学校の職員の採用そ

の他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、意見を申し出ることができ

るとしている。本市の国協議会制度においては、教職員人事や学校運営への影響を鑑み、

特定の個人の採用、任用に関する事項については除外し、当該協議会において承認され
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た学校運営の基本的方針を踏まえつつ地域住民等の意見を学校運営に反映し、充実して

いくために必要な意見を対象とすることとした。 

（２）会議の公開について 

  会議の公開については、個人情報に関する内容を含め、学校の運営方針などについて協議

する場であるため、情報管理の観点から公開しないこととする。ただし、地域住民等への学

校運営についての理解を深め、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、協議の結

果に関する情報を積極的に提供するよう努めるとした。 

（３）学校評価について 

  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）及び同法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

において行わなければならない学校運営の評価の主体は、「学校の児童生徒等の保護者その

他の当該学校の関係者」とされているが、国協議会を設置する学校については、国協議会が

当該評価を行うとした。 

 

４ 導入スケジュール 

・令和３年度は、国協議会のモデル校を設置し、制度や成果について検証を行う。 

・令和４年度には、全学校で国協議会制度又は市協議会制度を導入することとし、市協議

会を設置している学校は、各学校の実情に応じて段階的に国協議会に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020（Ｒ２） 2021（Ｒ３） 2022（Ｒ４） 2023（Ｒ５） 2024（Ｒ６） 

国協議会 
 モデル校実施 

検証 

 

 

実施校の拡大 

 段階的な移行 

段階的な移行 

市協議会 
実施校の拡大      

 

全校実施 

（一部国協議会へ） 
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別紙 

 

国協議会制度と市協議会制度（現行制度）との相違点 

 

１ 主な相違点 

「国協議会」の機能は、次の３点である。 

（１）学校運営の基本方針の承認をすること 

（２）学校運営に関する意見を述べること 

（３）教職員の任用に関する意見を述べること 

   「市協議会」は、 

（１）について、「承認」ではなく、「熟議すること」とし、 

  （３）については機能を付加してない。 

 

２ その他の相違点 

 

 

 

 

 

 
国協議会 市協議会 

目 
的 

学校運営及び学校運営に必要な支援に関して協
議する機関として、地域住民等の学校運営への
参画や、支援・協力を促進することにより、学校と
地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改
善や子ども（幼児・児童・生徒）の健全育成に取り
組む。 

学校の運営方針や重点事項を地域住民等と一緒
に考えることを通して、地域の方々の多様な声を
取り入れ、更なる連携・協働を図り、「地域ととも
にある学校づくり」を進める。 

位
置
付
け 

学校の運営について、教育委員会の下部組織と
して、一定範囲で法的な効果を持つ意思決定を
行う合議制の機関である。 

校長が、必要に応じて学校運営に関する地域住
民等の意見を聞くための会議体。個人としての意
見を求めるもので、一堂に会して意見交換をする
が、意思決定の機能は持たない。 

法
令
上
の
根
拠 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４
７条の５ 

北九州市型コミュニティ・スクール（学校運営協議
会）要綱 

任 
免 

教育委員会が任命 
（委員の身分は、非常勤特別職の地方公務員） 

校長が推薦し、教育委員会が委嘱 
（委員の身分は、私人（ボランティア）） 

報
酬 

非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関
する条例（昭和３８年４月２６日条例第７３号）に基
づき、別に定める。 

なし 
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北九州市立学校学校運営協議会規則をここに公布する。 

令和３年 月 日 

                     北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市立学校学校運営協議会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年   

 法律第１６２号。以下「法」という。）第４７条の５第１項の学校運営協議

会（以下「協議会」という。）の設置等について、必要な事項を定めるもの

とする。    

 （設置） 

第２条 教育委員会は、必要があると認めるときは、北九州市立の幼稚園、小  

 学校、中学校、高等学校及び特別支援学校ごとに協議会を置くものとする。

ただし、法第４７条の５第１項ただし書の文部科学省令で定める場合には、

２以上の学校について１の協議会を置くことができる。 

２ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ、当該協議会が

その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学

校」という。）の校長（園長を含む。以下同じ。）の意見を聴くものとする

。 

 （組織等） 

第３条 協議会は、委員９人（前条第１項ただし書の規定により２以上の学校

について１の協議会を置く場合にあっては、１７人）以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

 （１） 対象学校の所在する地域の住民  

 （２） 対象学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者 

 （３） 対象学校の運営に資する活動を行う者 

 （４） 対象学校の校長 

 （５） その他教育委員会が必要と認める者 

３ 対象学校の校長は、教育委員会に対し、委員にふさわしい者を推薦するこ

とができる。 

４ 委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 教育委員会は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める  

 とき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると
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認めるときは、当該委員を罷免することができる。 

７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

８ 対象学校の校長は、委員が第６項に規定するときに該当すると認めるとき

、又は委員若しくは委員であった者に前項の規定に違反する行為を行った疑

いがあると認めるときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければ

ならない。 

 （会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。ただし、対象学校   

 の校長は、会長となることができない。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代 

 理する。 

 （会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、又は議決をする

ことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

、会長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、対象学校の職員その他の協議会が

必要と認める者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くこと

ができる。 

 （学校運営に関する基本的な方針の承認等） 

第６条 対象学校の校長は、毎年度、当該対象学校の運営に関して、次に掲げ  

 る事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の協議会の承認を得な 

 ければならない。 

 （１） 学校経営計画 

 （２） 教育課程の編成 

 （３） その他校長が必要と認める事項 

２ 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針（以下「基

本的な方針」という。）に基づき、学校運営を行うものとする。 

 （学校運営に関する意見の申出） 

第７条 協議会は、対象学校の運営に関する事項（対象学校の職員の採用その 

 他の任用に関する事項を除く。）について、教育委員会又は対象学校の校長 

 に対して意見を述べることができる。 
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２ 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項（特定の個人 

 の任用に関する事項を除く。）のうち、基本的な方針の実現に資するものに

ついて、教育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べようとする

ときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。 

 （学校運営に関する評価） 

第８条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況について評価を行う 

 ものとする。 

 （地域の住民等への情報提供） 

第９条 協議会は、基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必

要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する幼児

、児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校

とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当

該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供する

よう努めるものとする。 

 （適正な運営を確保するための措置等） 

第１０条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要 

 に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによ 

 り対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる 

 ときは、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるもの

とする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことが 

 できるようにするため、協議会に必要な情報を提供するよう努めなければな

らない。 

 （委任） 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。 

   付 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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